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東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画（素案）に関する市民説明会  

 

 

日  時  平成２４年９月２３日（日）午前１０時０５分～午前１１時３０分 

場  所  市民会館・萌え木ホールＡ会議室  

参加者（市民） ７人 

 

                                           

出席委員  ５人 

 委員長   加 藤 仁 美 委員 

 副委員長  三 橋   誠 委員 

       永 田 尚 人 委員  本 川   交 委員 

       今 井 啓一郎 委員        

                                           

事務局職員  

 庁舎建設等担当部長      伊 藤 茂 男 

 庁舎建設等担当課長      高 橋 啓 之 

 企画政策係長         堤   直 規 

 企画政策課副主査       廣 田 豊 之 

企画政策課主事        津 田 理 恵 

                                           

 

事務局（（株）地域計画建築研究所）  

 研究主任           田 中 史 志 

                                           

（午前１０時０５分開会） 

◎高橋庁舎建設等担当課長 皆さん、おはようございます。本日はお休みのところ、また、あ

いにくの天気でお足元の悪いところお集まりいただきまして、ありがとうございます。若干定

刻を過ぎておりますけれども、ただいまから東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画

（素案）に関する市民説明会を開催いたします。  

 私は、本日の進行を務めさせていただきます小金井市企画財政部庁舎建設等担当課長の高橋

と申します。よろしくお願いいたします。 

 初めに、お手元の配付資料のご確認をお願いいたします。封筒の中に資料が４点入ってござ

います。  

 １つ目は、左上をホッチキス留めしてございます「東小金井駅北口まちづくり事業用地整備



 - 2 - 

活用計画（素案）に関する市民説明会次第」というものでございます。おめくりいただきます

と、資料１ということで「市民説明会の趣旨について」。２枚おめくりいただきますと、裏面に

なりますけれども、資料２といたしまして「計画（素案）の概要について」となってございま

す。 

 それから２つ目は、真ん中をホッチキス留めしてございます「パブリックコメント説明資料」

というものでございます。こちらは、今回作成いたしました計画（素案）の概要ということに

なってございます。２ページおめくりいただきますと、計画（素案）の本体ということになっ

てございます。こちらについてはパブリックコメントを現在募集中でございますので、各施設

等にも配付している資料というふうになってございます。  

 ３つ目は、「東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画（素案）に対する意見募集（パ

ブリックコメント募集要項）」となってございます。Ａ４で両面印刷になっておりまして、表面

はパブリックコメントの募集要項で、裏面にご意見を記入していただくようになってございま

す。 

 それから、最後、Ａ４の１枚で、これは本日ご参加いただいた皆様に対してのアンケート用

紙ということでございます。  

 不足している資料等がありましたら係員に言っていただきたいと思います。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、初めに、東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画策定委員会の委員長で

ある加藤仁美委員長から開会挨拶及び趣旨の説明をお願いしたいと思います。  

 委員長、よろしくお願いします。  

◎加藤委員長 皆さん、おはようございます。今日は、昨日のお天気と打って変わりまして雨

が激しく降っておりますけども、お足元が悪い中ご参加いただきまして、誠にありがとうござ

います。私は、この東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画策定委員会の委員長を務

めております東海大学の加藤と申します。よろしくお願いいたします。-この委員会を代表いた

しまして、私から今回の説明会の趣旨についてご説明申し上げたいと思います。お手元にござ

います資料の１にこちらに沿ってご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。  

 昨年８月になりますけれども、本委員会が設置されまして、市長から東小金井駅北口まちづ

くり事業用地における最適な公共施設の整備及び公共資産の活用についての諮問がございまし

た。策定委員会では、その後約１年にわたって検討を続けてまいりました。委員会では、基本

的な考え方といたしまして、「東小金井の居間（リビング）」として、東小金井地域の核となる

とともに、幅広い人たちが立ち寄り、思い思いに過ごせ、さまざまな交流の輪が広がっていく

場を整備するべきだという結論に至りました。計画の素案をそのようにまとめたという次第で

ございます。  

 内容につきましては、この後で、三橋副委員長から説明いたしますけれども、市民参加条例

第１５条の規定に準じまして、市民の皆さんの意見を募集するために今回の説明会を開催する
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ものです。是非この市民説明会によりまして、計画（素案）についての理解を深めていただき

まして、パブリックコメントに活発なご意見を寄せていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 それでは、これまでの経緯についてご説明いたします。  

 市では、平成１８年１１月に東小金井駅北口土地区画整理事業用地区域内公共施設整備構想

をまとめまして、「やさしさと生きがいの拠点」を基本理念としまして、賑わい、生涯学習、交

流、健康・福祉の４つの基本機能を整備するイメージをまとめました。これを受けまして、昨

年８月に策定委員会が発足し、この間、同年８月の市民アンケート、同じく９月の市民ワーク

ショップ、第１回目になりますけれども、を実施いたしまして、市民の皆さんからのご意見を

伺いました。そして、整備する公共施設について公共性と事業採算性、２つの観点から３つの

選択肢にまとめまして、今年３月の市民ワークショップ、第２回目になりますけれども、こち

らを開催いたしまして投票をしていただきながら、どの案がよいか、その理由はどういうもの

なのかというご意見をいただきました。その後、庁内の関係各課のワークショップを開催して

いただきまして、この事業計画の公共施設の機能、規模、財源についての検討も行っていただ

きました。  

 以上を踏まえまして、策定委員会では、先ほど申し上げましたけれども、東小金井のリビン

グ（居間）となる公共施設の整備をすべきであるという計画（素案）をまとめまして、今回、

策定委員会としてパブリックコメントをいただくための説明会を開催させていただいたという

ことでございます。  

 では、本日の予定についてご説明いたします。ちょっと遅れておりますけれども、１０時１

０分から３０分の予定で計画（素案）をご説明いたします。その後、１０時４０分から約４０

分の予定で質疑応答を行いたいと思います。質疑に関しましては、語句とか制度についてのご

質問、あるいは策定委員会の検討経過に対するご質問についてお受けしたいというふうに思い

ます。ただし、計画（素案）に対する修正意見等につきましては、パブリックコメントでお寄

せくださるようにお願いしたいというふうに思います。この説明会では、それについてはお答

えをしないということになっておりますので、予めご了承をお願いいたします。そして質疑の

後、１１時２０分から今後の予定についてご説明をいたしまして、閉会の挨拶の上、１１時３

０分に閉会という予定でございます。なお、１２時までは会場を開けておりますので、是非パ

ブリックコメント用紙ですね。今日お手元にございますが、こちらにご記入の上、ご意見をお

寄せください。また、アンケート用紙も同封してございまして、アンケートへのご協力も是非

お願いしたいと思います。  

 そして、さらに今後、この市民説明会以降の予定につきまして、ざっとご説明したいと思い

ます。１０月１７日がパブリックコメントの締切日になります。そして、１１月２２日に第１

１回策定委員会を開催いたしまして、お寄せいただきましたパブリックコメントへの回答につ

きまして検討したいと思います。そして、パブリックコメントへの回答は１１月下旬から１２
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月上旬というふうに思っております。その後、第１２回策定委員会を開催いたしまして、パブ

リックコメントを受けた形で素案を修正した計画案について検討して、１２月中に東小金井駅

北口まちづくり事業用地整備活用計画案を市長に答申したいと思っております。なお、市とい

たしましては、答申を受けまして、平成２５年３月に東小金井駅北口まちづくり事業用地整備

活用計画を策定する予定と伺っております。  

 最後になりますけれども、このようにして市民参加で検討を重ねてまいりましたが、いよい

よ終盤となってまいりました。本日、参加者、若干少なくなってはおりますけれども、是非計

画（素案）についてのご理解を深めていただきまして、パブリックコメントに多くのご意見が

寄せられることをお願いしたいと思います。  

 私からの挨拶は以上でございます。ありがとうございました。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 委員長、ありがとうございました。  

 続きまして、説明にこれから入るわけですけど、その前に策定委員をご紹介させていただき

たいと思います。  

 まず、委員長の隣に座っておりますのが副委員長の三橋委員でございます。  

◎三橋副委員長 三橋です。よろしくお願いいたします。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 それから、皆様から見て右手側に着席しておりますのが策定委員

会のメンバーでございます。本日、全員ではないんですけれども、３名の委員の方に参加いた

だいております。 

 まず、公募委員の永田委員でございます。  

◎永田委員 永田でございます。よろしくお願いします。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 それから、同じく公募委員の本川委員でございます。  

◎本川委員 本川でございます。よろしくお願いいたします。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 それから、団体の推薦の委員の今井委員でございます。  

◎今井委員 今井です。よろしくお願いいたします。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 本日参加いただいている委員を含めまして１０名の委員による策

定委員会を立ち上げまして、２年弱検討してまいったということでございます。  

 それでは、早速説明に入らせていただきます。説明は三橋副委員長からよろしくお願いいた

します。  

◎三橋副委員長 改めまして、おはようございます。三橋でございます。前原町在住でして、

若輩者ですけど、副委員長を務めさせていただいています。公募委員です。今日は委員会での

議論を皆様にお伝えしたくて説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 委員会での議論の核になる部分ですけども、基本的な考え方としまして、「東小金井のリビン

グ」というような考え方、テーマをまとめさせていただきました。先ほど委員長からもお話が

あったように、東小金井地域の核となるとともに、幅広い人たちが立ち寄って、思い思いに過

ごせて、さまざまな交流の輪が広がっていく場というようなことなんですけども、策定委員会
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では、後でまた、どんな経過があるかというのをご説明させていただきたいと思いますが、当

初、どこから議論を始めていったらいいんだろうかというぐらい、いろんなご意見がありまし

た。 

 整備構想という、平成１８年に市の方で作っていただいたものがあるんですけども、そのと

きから状況とかも変わってきていますし、また、我々の中でも基本は市民ニーズだということ

なんですが、市民ニーズで見たときに、公共施設が足りないという人もいれば、いや、ある程

度我々の生活も満足してきて、公共に頼るような話でもなくて一通りあるよという話もあれば、

逆に商業施設が欲しいんだというような意見もあれば、やっぱり近くに公園はあるけども、広

場はあったほうが、広場と合わせて面的な多面展開がいいとか、いろんな意見がありました。

それを集約していく中で多世代交流、多目的複合、最適な推進という、この３つのテーマがポ

イントになるんじゃないかということでまとめさせていただいています。  

 多世代交流というのは、市の最上位計画として第４次基本構想・基本計画というのがあるん

ですけども、この中で「みどりが萌える・子どもが育つ・きずなを結ぶ 小金井市」という将

来像が示され、きずなですとか、子供を中心に多世代で交流していくというような考え方も持

っています。また、整備構想ないしはその後にとりましたアンケートなどでも交流機能という

のは非常に重視されているということで、これをまず第１のポイントに置いています。多目的

複合というのも、また後で具体的な施設のイメージはお伝えしますけども、いろんなニーズが

あるという中で、どれか１個に特定するというようなところが、そこまで絞り切るというより

は、基本的な機能としては交流ですとか、学習・図書ないしは情報機能というようなのを挙げ

て、ほかにもいろいろ検討したのですが、その３つぐらいを核に複合的なことができるほうが

いいだろうと。スケルトン・インフィル工法というのもあるらしいんですけども、パーテーシ

ョンをうまく区切ったりとかして、いろんなことができるような構造にしたりとか、ないしは

コンテナでちょっと暫定的な施設みたいなものを作ったりなど、いろんなやり方があるんじゃ

ないかというところで、多目的複合という形で載せさせていただいています。 

 最適な推進というのは、これはむしろ市民の観点から見ると、市民ワークショップ（第２回）

での中間報告の中でも非常に言われたんですけども、小金井市ではごみの問題があるじゃない

かとか、あるいは庁舎の問題があるでしょう、あるいは財源の問題があるでしょうという話が

ある中で、本当にできるのかということを含めてどういうふうに推進していくんですかという

のがいろいろと議論があるので、もちろん基本は市民ニーズであり、何が必要なのかというこ

とをまず核に置きながら、本当にできるのかというところまで、この委員会、庁内の方ともい

ろいろとやりとりしながら進めていこうということで、最適な推進というところで、ここにま

で踏み込んで話をしているという形になります。  

 最初にまず何を作るんですかというか、どんなことが結論なんですかという結論のイメージ

です。結論としては、「広場と一体となった交流施設型」という形で、核になるのは広場です。

広場という観点でこれまで中間報告でも話をさせていただきましたし、審議会の中でも、話と
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しては広場が中心なんですけども、ただ、広場だけですとちょっと物足りないというか、もう

少し交流を促すような機能というのを持っていたいねというところもありますので、あくまで

これは例で、最終的にはもっと具体的な話になってくると、市民参加でワークショップを開い

て、中身をどうしていくかというところを決めていくような話だと思いますので、ここでは、

委員会で出てきたような議論の一例という程度でとらえてほしいのですけれどもイメージを提

示しています。どんなものかというと、敷地が２つ、３ ,０００平米ぐらいの敷地なんですけど

も、この中に、ちょっとデッキで結んだりとかしながら東小金井の地域センターという、ちょ

っとした施設があります。４００平米ぐらいなので、およそこの建物の2階建てぐらいですか

ね。 

それぐらいのイメージということなんですが、そういった施設をベースに、ここのところで

は先ほど話が出た集会・イベント機能だとか、ちょっとした図書機能とか、あるいは、いろん

な情報が集まるような機能を持たせます。その上で芝生の広場ですとか、あるいは、ここでは

ちょっとした小部屋ですね。コンテナを使った小部屋ですとか、あるいはデッキで結んだりと

かですね。ここはチャレンジショップなんて書いてありますけども、民間の活力というか、民

間のやる気のあるチャレンジショップというと、今、国とか都のほうで、補助金で新しく起業

する人たちなんかを支援しようなんていう制度もありますので、そういったような、ちょっと

したおもしろい商店というか、交流機能に付加して価値を高めるようなショップなんかがある

といいんじゃないかという例です。あとは、このケヤキ並木なんかは先日の市民説明会などで、

この道沿いのケヤキが全部切られてしまったというようなご意見等もありましたので、これは

あくまで一例という形でこういったものを挙げています。これをそのままできるというわけじ

ゃないですけども、こんなような広場を中心とした交流施設型というのを今我々のほうではイ

メージをしている次第です。  

 話の順番がちょっと前後してしまうんですけど、まちづくり事業用地って、どんな場所なん

ですかというところなんですが、まず具体的な場所のイメージと、周辺がどんな地域になって

いるかというところからご説明します。端的に言うと６カ所あって、６カ所の中で一番大きい

のが２ ,０２４平米ということで、位置的にはこの場所です。大体駅がこのあたりにあって、３

００メートルぐらい離れているんですけども、この２，０００平米ぐらいが一番大きくて、そ

の隣に１ ,０００平米の敷地があります。この２つの敷地について、先ほどから話の対象として

いるところです。。これ以外にも４つの敷地があるんですが、この第Ⅱ期分については、まだ区

画整理事業をしていく中で土地が変形したりとか、場合によってはまた場所が変わったりとか

という可能性もあるということで、基本的な我々の考え方の中では、この土地についても一体

的にできるだけ使っていったほうがいいねという話はしているんですが、小宅地なんかについ

ては、場合によっては売却ということも含めて検討するのかなと。ただ、今日の議論としては、

答申の対象としては、一番メインはこの２つの土地です。ここについてご説明しますし、これ

まで検討してきたというのが経緯です。  
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 次に周辺の状況をご理解いただきたいなというところで、我々が、先ほどのこの２つの土地

をいろいろと議論、検討していく中で、周辺はどういうふうになっているのかなというのが１

つ議論のポイントとしてありました。隣の敷地にはピノキオ幼児園とけやき保育園が移転して

きます。また、この赤いところ、ないしは薄いピンクのところ、ここに、商業地区になってい

て、商業施設が入るか入らないというのは民間事業者の話ですが、基本的にはそういった計画

なので、商業施設が入っていくだろうと思われているところです。この黄色いところは新都市

建設公社の所有地のところで、今はマンションというか、１階、２階は商業施設になるんだろ

うけど、上のほうは温泉つきのマンションのようなものができるんじゃないかというようなこ

とを聞いています。あと、ポイントになってくるところは公園ですね。梶野公園が近くにあり、

ワークショップを開いて市民参加で作られています。また１号公園があります。あとは市政セ

ンターというのがこの高架の下。他に予定されているのは北側に駐輪場、ベンチャーＳＯＨＯ

事務所などです。さらに、事業用地の北側にジブリがあったりとかというのも１つ、我々の中

で結構議論のポイントになったりしました。  

◎堤企画政策係長 温泉つきは多分隣の敷地で。新都市建設公社ではありません。今、温泉つ

きのマンションの工事が始まるところです。 

◎三橋副委員長 すみません。新都市建設公社じゃなく民間事業者が所有されている土地です

ね。先ほど話をしてしましたが、この資料は検討経過をまとめたようなところなんですが、一

番最初の整備構想が１８年に策定されたのが、６年ぐらい前になりますかね。そのときに「や

さしさと生きがいの拠点」という整理で、賑わい、生涯学習、交流、健康・福祉という形で４

つのテーマをもとに議論していただいて、このときはどちらかというと公共施設を作るという

ようなものがメーンのような声があったときいています。一方で我々が受けた諮問は、「最適な

公共施設の整備及び公共資産の活用」となっており、より踏み込んだというか、より幅広い審

議の対象となりました。  

 その背景には、財政がより厳しい方向に変化したというのもあるんですが、ただ、ここで１

つだけちょっとお話ししておきたいのは、財政状況が厳しいという話があったとしても、やっ

ぱり一番最初にあるのは市民ニーズなり、何が必要なのかということが議論の起点です。それ

をまず踏まえた上で、どんなことができるのか、どんなものが求められているのかというとこ

ろをしっかりと議論していこうとやってきています。その際、市民アンケート調査とか市民ワ

ークショップをそれぞれ実施したんですけども、市民アンケートの中では魅力ある民間施設と

か民間活力の活用ということもかなり強く言われていましたし、市民ワークショップの中でも

子育ち・子育て支援や、交流や活動の拠点というところが１つ注目をされました。  

 このときに、この土地全部を公共施設という形で建物を建てるとか、あるいは、逆にすべて

を民間施設に貸し出したりとかという、そういったような極端な意見は基本的にはなく、特に

すべて公共施設にという意見については、アンケートでは全体の１０％程度とか、あるいはワ

ークショップの中でも意見がゼロだったとか、ちょっと極端な意見についてはどうかという指
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摘がありました。また、この委員会の議論の過程の中でも、後で絞り込みの過程における３パ

ターンというのが出てくるんですけども、この３パターンの中で、どうしても公共性の視点だ

とか民間活力だとかといういろんな議論をしたんですが、一方に偏ったような意見のものとい

うのはなかなかちょっとどうかなという意見が出ていました。 

 委員会の中で中間報告や第２回のワークショップを実施するにあたってアンケート等の市民

ニーズをパターン化し、計画案のイメージ的なものを作れないかというときに、議論のポイン

トの一つとなったのが、先ほどからある民間にどこまでお願いするのか。公共性を考慮しつつ、

事業採算性として本当にできるのかというところについてもない袖は振れないんじゃないのみ

たいなところの議論というのも委員の中では忌憚なく意見が出ました。こういった議論をして

いく中で３つのパターンというのができました。３つのパターンは公共施設が優先の考え方、

民間活用がメインの考え方、あと広場型という形で、３つの型を考える中で、最終的には市民

ワークショップの中で、どれも一長一短があり、難しいねという議論があったんですけども、

アンケートなり、ワークショップの議論を聞く中では、やはり広場型が優位じゃないかという

ところでした。更に、整備活用計画の検討を進めていく中で、この間に庁内でも財源のことも

含めて検討していただいた結果を踏まえて、我々としても広場型というのを選んだというのが

最終的な結論になります。  

 では、具体的に整備活用の選択肢として、本文のほうで９ページとか１０ページに書いてい

るんですけども、事業採算性と公共性という形で具体的に何を、どんなことを検討したという

ことなんです。こちらの公共性の視点として高いものとしては、やっぱりある程度公的な意義

を持ってやるという要素があるというのがこの上のほうですね。下のほうになってくると、よ

り個別的な話になってきて、食品系スーパーだとか、駐車場とか、集合住宅とかというのがあ

るんですけど、こういったのはプライベートの要素が強いものです。その中でも事業採算性の

観点で検討すると、実現可能性が、スーパーとかについてはかなり作りやすいという議論もあ

りました。一方で、オフィスなんかは個別の話なんですけども、事業採算性からなかなか難し

いんじゃないかというのがこのページの見方になります。  

 ３パターンとして公共施設優先型というのが１つありまして、ここから先は検討経過なので、

さらっとやらせていただきたいと思いますが、公共施設優先型というのは何かといったら、公

共施設は市民ニーズに最大限応えることを優先したということで、まず市民ニーズとしては公

共施設に対するニーズで、その規模としては１，７００平米ぐらいですか。中規模な公共施設

というのを整備するというようなイメージを持っています。１ ,７００平米というと、ここの４

倍ぐらいのスペースということですが、この中にいろんな子育て機能だとか、高齢者の福祉だ

とか、そういったことも含めて入れられないかというような議論をしました。一方で用地取得

を含めた事業費の総額は３パターンの中で最大となるというところです。先ほどの話じゃない

んですけども、３ ,０００平米の敷地全部を使って施設を作るという、もちろん一部は広場とい

うか、公共施設なので少し空間を持たせるというのはあるんですが、全部を作るというよりは、
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①のこの部分についてを利用することとしています。残りのこちらのほうというのは少し民間

活用的なことも考えようというような形で考えました。全部を全部、公共施設で考えるという

のは当然議論はしたんですけども、今、ちょっとさすがに規模感というのもありますし、あと

は財源とか実現可能性とかを含めて、今、現状の①案としては、公共施設は優先するんだけど

も、こういったやり方ができるねというところで出したのがＡパターンです。 

 Ｂパターンというのは、むしろ民間活用を優先して、商業施設などが足りないんじゃないか

という、民間活力の活用による賑わいづくりや魅力的な施設づくりに対する市民ニーズに応え

ることを優先したパターン。誘致すべき民間施設というのは、先ほどのマトリックスの中で、

一定の公共性を有する医療モール等が考えられるというだけで、具体的に何が民間施設として

いいかという話になってくると、医療モールだから民業圧迫にならないのかどうかというとこ

ろについてはまた議論があるところだと思いますので、市が本当に誘導してやるべきだという

ような施設という点についてはまた議論があるかもしれませんが、一例としてはこんなのが挙

げられるというところでお示ししています。ほかにも、もちろんスーパーなどもありますけれ

ども、スーパーを市が誘致するのかとか、あるいは、ほかにも地区計画に則って駅前に商業施

設がたくさんできてくるということを踏まえたりすると、最初から売却しちゃって、民間の人

が自由な発想で何か作るというんだったらまだしも、市の土地で市が誘導してまでやるという

のはどうかというような議論がありました。また、売却自体も我々の中では、やっぱりせっか

くの市の土地ですので、これを有効に活用していきたいという議論もありました。B案として

のまとめも、民間活用という形で医療モールみたいなもので、かつ一部、この中に、それほど

多くないんですけども、地域センターみたいなものがあれば欲しいねというところです。Ａ案

と、どこがどう違うのという点については、こちらのほうはあくまで民間活用という形で、民

間の方に全部敷地を任せたりとかして、いろいろと作ってもらって、この地域センターみたい

なところも民間の人にアイデアとかを作ってもらうぐらいの感じのやり方でやってみたらどう

か。それぐらいの手法を含めた民間施設を重視したパターンの形になっています。 

 広場と一体となった交流施設型は先ほどお話ししましたので、ここでは繰り返しになってし

まいますので、割愛させていただいて次に行きたいと思います。  

 これら３つを整備すべき施設の財源という形で検討しました。この後にすべてまとめていま

すが、財源的なところで言うと、民間活用というのは当然のことながら起債とか補助金とかと

いうのはなかなか充てられないねというところです。ただ、やっぱり民間ですので、長期の地

代収入は入るという点がある一方で、公共施設優先型については、敷地については市の土地な

ので起債などが出来るという意味で二重丸がついたりとかいうのはありますけど、一部につい

ては、やはり民間施設もありますので、その部分は起債とか補助金等というのは出てこない。

広場でしたら、ある程度起債なり補助金等は―補助金はなかなか難しいところがあるんです

けれども、逆に地代収入が難しいところではあるわけです。  

 最終的なまとめはこの表なんですけど、やっぱりここは市民ニーズ対応の中心というところ
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で、公共施設なのか、商業施設なのか、交流や憩いといった広場機能なのかというところが一

番の議論のポイントになって、その中で公共施設規模はどれくらいかというので、規模的には

A案が一番大きくて、B案、C案とだんだん小さくなっていく。 

 一般財源からの当初コストについては、施設が大きい分だけA案が中で、B案の民間活用の場

合は起債で出来ない分大きくて、C案のほうは小さい。 

 公益性については、A案が中ぐらい、B案が小、C案が大きいという整理で、これは一部、公

共施設が民間に貸し出す部分の大きさを踏まえてというところですけども、こういったような

整理です。 

 あとは将来対応の柔軟性という観点で、Ｃ案のほうでポイントの１つとしては、広場という

ことで将来いろいろと違った対応―もちろん、これ、暫定的とかということではないんです

けども、何かほかに用途を検討するときにも、一応対応はしやすいかなというところがＣ案と

してはでございました。  

 こういったことを踏まえて検討した結果、Ａ案というのは、やはり箱物に対する批判ですと

か、一部民間に貸し出すことも含めてですけども、もちろん公共施設へのニーズは強いし、そ

ういった要望もあるんだけども、批判も当然ある。Ｂ案も同じように、商業施設に対するニー

ズとか要望というのもそれなりにあるんですけども、やはり民業圧迫ですとか、近隣でいろい

ろと商業施設ができるとか、市がやるような事業なのかといったことを含めてやっぱりいろい

ろ議論が分かれるようなところの中で、Ｃの広場と一体となった交流施設型というのは、もち

ろん、こういった消極的な要素もありますが、積極的に広場を強化する戦略的用地であり、こ

こを核にして市民の憩いの場、交流の場にしていく。ないしは、いろんな諸機能だとか集会機

能というのを活用するというところで、このＣ案というところが一番いいんじゃないかという

ところが最終的な我々の結論という形で今お話しさせていただいている次第です。  

 今後の事業化に向けた留意点という観点で、先ほどちょっと話させていただいたところで、

答申の中でですけれども、４点ほど挙げさせていただいています。一つ目は、先ほどの２地区

も含めた事業用地の一体的活用についてということです。二つ目は、他社と競合するような企

業ではなく、近くに個性あるというか、独創性のある、そういった地元企業との連携しながら、

この施設ができたらいいなと。三つ目は、市民参加及び推進体制ですね。今、我々が作ってい

たのはあくまでもコンセプト、方針だけですので、具体的な中身になってくると、もっと市民

参加を強化してやっていくものだと。最後四つ目は、これはあまり、こうなってほしくないと

ころがあるんですが、今、市は財政的にも厳しい状況ですので、暫定的な活用という観点で、

財源の問題が出てきたときに、広場と一体となった交流施設型、このC案にうまくに近いよう

な形で活用することを土地開発公社の方と交渉する。今、所有者は土地開発公社ですので、そ

こから土地を借りていることになるんですが、土地を借りてもその間でも暫定的な活用ができ

るようなやり方について検討していただくことを我々のほうからお願いをしています。 

 今後の日程については、ついては、先ほどから話がありますが、ロードマップについてはこ
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んな感じになっていますということを確認しておいていただければと思います。完了は３２年

３月になっていますので、３２年３月までに２地区含めてやっていただきたいなと思いますし、

２５年１０月、来年の１０月ぐらいからは、詳細の計画をつくる動きというのが出てきます。  

是非今回のワークショップを踏まえてご意見いただいて、いろいろとご指摘いただければと思

います。ありがとうございました。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 三橋副委員長、ありがとうございました。ただいま概要の説明と

いうことで終わったわけなんですけども、これから質疑応答に移りたいと思います。冒頭、委

員長からありましたように、基本的には、ご意見等についてはパブリックコメントでお寄せい

ただきたいということでご協力をお願いしたんですけども、パブリックコメントについては、

今日お配りしています紙ベースもののほかに、市のホームページからダウンロードして、その

ままメールで送っていただくこともできますので、本日でないと意見が出せないということで

はございませんので、お出しいただければと思います。  

 それでは、質疑応答の進行については委員長にお願いいたします。  

◎加藤委員長 それでは、ただいまの計画（素案）につきまして、例えば素朴にこういうこと

がわからないとか、あるいは、どうしてこうなったのかという、そういう検討経過についてで

も結構ですので、ご質問がある方は是非お願いしたいと思います。挙手していただきまして、

できればどの辺にお住まいかとか、お名前もいただけると幸いですが、よろしくお願いいたし

ます。 

◎市民 梶野町に住んでおります●●と申します。今年の４月までは東町に住んでいまして、

この４月に北側に引っ越したので、小金井にはかれこれ１５～１６年住んでおります。皆さん、

ご苦労さまでございました。いつもあの敷地がどうなるか、電車に乗りながら見ていましたの

で、まとめていただいて感謝しております。  

 １点よくわからないことがありまして、小金井市に図書館とか公民館のネットワークがある

と思うんですけども、いつも、他市との比較で恐縮なんですが、武蔵野なんかと比べますと、

お金のことは置いておいて、図書館のネットワークとかコミュニティセンターのネットワーク

がすごくしっかりしていて、よって利用者にとってもわかりやすいということになるかと思う

んですが、新しい施設を作るとして、既存の図書館のネットワークの関係とか、あるいは東公

民館とか、緑町公民館と言うんでしたか、分館と言うんですか、その辺との関係性というのは

どういう整備がなされるものなんでしょうか。  

◎三橋副委員長 図書館についてなんですけども、図書館については非常に委員会の中で議論

になりました。かつ武蔵境駅南口の武蔵野プレイスは我々の視察対象して実際に行って、近隣

市でこういうのがあるんだなと。実際すごい活況で、使われているところを見てきた次第です。 

 公共施設の中でアンケートをとると、図書館が一番ニーズ高いというところも理解していま

す。ここの土地に図書館を作るという考え方も、当初、そういった議論もあったんですね。た

だ、一方で図書館となってくると５ ,０００平米ぐらいの建物が必要だという話になってきて、
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ほぼ両側、この３ ,０００平米の土地を全面使って建てるような形になってくるんですが、そう

いったものをこの場所に作るのがいいのかどうかということ。今、図書館となってくると、ま

だ具体的にはなっていませんけれども、駅前だとか、あるいは庁舎も一緒に作るとか、あるい

は本館建替えだとか、いろんなところが今議論がされているというふうに聞いているので、そ

の公共施設をどういうふうに整備するかという計画の中で最終的にどこどこがいいという話に

なってくるのかなというところと、あと、この場所に図書機能というのが欲しいねというとこ

ろでは、大きいのをぼーんと建てるいうよりは、先ほどちょっと申し上げさせていただいた学

習スペースだとか、ちょっとしたスペースがあって交流機能とか情報機能という形で出してい

きたいというのがあるので、端末を置いたりとかして、それでいろいろつながっていくとか、

そこにいろんな情報が集まるような形にはしていければ良いのでは、という議論があった次第

です。 

 何か補足するところがあれば。  

◎加藤委員長 今、副委員長が説明したとおりだと思うんですけど、実は検討委員会の中でも

その議論は相当出ました。やはり図書館というニーズがあると。あるいは、生涯学習のスペー

スなんていうのも不足しているんじゃないかとか、いろいろ意見がございまして、ただ今回は、

ネットワークと先ほどおっしゃいましたけれども、やはり端末を整備するとか、あるいはコー

ナーを設ける。図書のコーナーとか、あるいは生涯学習のコーナーを設けるとか、そういうイ

メージで、当初は地域センター的な建物というか、場を設けるという、そういう発想なんです

ね。ですので、その中にはいろんな機能が実は入っている。図書コーナーであったり、生涯学

習コーナーであったり、いろんなものが入ってくる。それは比較的、若干流動的になる場合も

あるかなというふうに私のほうでは認識をしております。  

 それで、この辺の議論につきましては委員の方からも相当出ましたので……。 

◎本川委員 委員長、副委員長がおっしゃったことが私たちが議論してきた結果であるという

ことを認識いただいた上で、計画の中で、やはりそれぞれの、例えば図書館にしても、公民館

にしても、それから生涯学習、生涯教育、いろいろな分野にそれぞれのデータとか、持ってい

るものが大変多く整備されているんですが、それを市民として活用するのにちょっと不自由か

なというような点がありまして、私どもの中で議論させていただきましたのは、そういう意味

で市民が使いやすいコーディネーター機能を持ったという、ちょっと漠然としているかもしれ

ませんが、そういうものを是非この中に組み入れることはできないだろうかというようなこと

で議論を進めてまいりました。ということでご理解いただきたいと思います。  

◎加藤委員長 ありがとうございます。よろしいですか。さらに何かございましたらお願いし

ます。 

◎市民 こういう理解でいいのかなということで申し上げると、要するに図書館が真ん中に１

つ大きいのがありまして、既存の公民館に併設したような図書室がありますと。会議室なんか

も一緒にくっついていますと。それの東小金井地域における拠点施設というような位置づけに
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なっているという理解でいいんでしょうか。  

◎加藤委員長 箱物の図書館があるというイメージではなくてですね。 

◎市民 もちろん、それはわかります。要するに私が申し上げたかったのは、ただ小さいのを

いっぱい作ってもあまり意味がないと思っていまして、位置づけがちゃんとしてないと、また

同じような苦情が出るだけだなと思っていて、要するに、これは東地区の図書でも生涯学習で

も、何でもかんでも拠点なんですよという位置づけさえしっかりされていれば、これは後から

付け加えようが、その辺はそういうことなんでしょうかということなんです。  

◎加藤委員長 そういうことです。  

◎市民 わかりました。  

◎加藤委員長 ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。だれでも結構です。

お願いします。  

◎市民 緑町１丁目に住んでおります●●と申します。初めてこういう会議に出ましたので、

ちょっと基礎知識がないので教えていただければと思うんですが、１つキーポイントが、東京

都の新都市建設公社の所有地というのがあると思うんですが、ここの使用計画については何か

あちらさんであるのかどうか。いずれ、東京都の関係なので、ここの計画について市のほうで

何か関与できるのか、意見が出せるのか。ちょっとその辺の制度的なものについてお伺いした

いんです。  

◎加藤委員長 それ、すごく重要なご指摘だというふうに私も思っておりまして、そこがどう

なるかによって、この土地の位置づけも変わってくると実は思っております。本来なら、この

策定委員会の中に新都市の方も入っていただくという想定が実はあったんですね。ですけど、

今回はそれができなかったということで私自身は残念に思っております。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 私のほうからも若干補足ということで、委員長が今申し上げたと

おりなんですけれどもいんですね。この委員会を立ち上げるときに、私たちも新都市建設公社

と情報共有しながらということも考えていまして、策定委員の中に入ってもらえないかという

ことで調整はしていたんですけども、結果としてはそれが叶わなかったということになってご

ざいます。現状は、今、自転車駐輪場になっておりまして、区画整理事業自体も現段階では平

成３２年度完了ということで進めている事業でございますので、新都市建設公社の土地活用と

いうのが出てくるのはもっと後半のほうで、区画整理が進捗して以降からの話になってくるの

ではないかなというふうに私どもでは考え、現段階ではそのように見ております。  

◎市民 今のご説明ですと、市のほうの立場としては、こういう検討委員会に参加してくださ

いと要請するだけの立場であって、要請を断られれば、黙っているよりほか、しようがないと

いうような制度なんでしょうか。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 強制的に参加をいただくという形にはなりませんで、あくまでも

こちらはお願いをして、というところでご理解いただければというふうに思います。  

◎三橋副委員長 検討の経過というか、背景はそういうところもあるんですが、ただ一方で、
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今、ここの土地で、別に新都市建設公社のところ以外でも土地がある中で、周りがどうなるか

わからないとか、あるいは中間報告でも申し上げたんですけども、要は市のほうでいろんな土

地を持っていますが、具体的に何をどうするのかという全体像みたいなところもきっちり決ま

っていれば、またそれはそれで１つ議論もできると思うんですが、ただ、一方で他にもいろん

な流動的な要素はあります。その流動的な要素がある中でも、我々はこれの土地をそのまま放

っておいて、そのままわからないから何もしない、検討しないというわけにもいかないと思い

ますので、何ができるかということを考えていかなければいけないのかなと。もちろん、この

後、周りが変わって状況が変わってくる中で、まるで想定しないことがあれば、また違うこと

も検討しなきゃいけないかもしれませんが、今考えられ得る最善の策ということも含めて、こ

ういった広場と一体となった交流施設型である程度戦略的なことも対応可能だということも含

めて検討したというのが経過としてありますので、おっしゃること、本当に強く思っていると

いうところはあるんですけども、別にこれが１００点満点というわけじゃないですが、検討経

過としては、御指摘のような議論も、まさにあったというところです。新都市建設公社はどう

なるかとか、新都市建設公社以外の土地がどうなるかとか、あるいは市の今後の公共施設整備

構想もどうなってくるのかというところも、全体的な施設がどういうふうに整備されるか。そ

れは庁舎ができて、庁舎の中に何ができて、その周りに何ができてとか、そういったこともわ

からないながらもいろいろ検討しながら考えたということです。  

◎加藤委員長 もう１つ加えさせていただきますと、全く野放しということではなく、この地

域は全体的に東小金井駅北口地区地区計画というのがかかっているんですね。その中で、この

新都市の土地の部分は住宅系の地区というふうに位置づけられておりまして、建物の壁面の後

退とか、８階建てまでという高さの規制等が定められております。ですから、形態的な規制は

定まっている。ただ、中身についてが誘導はなかなか難しいといいますか、１～２階部分が住

宅以外の用途になるということとか、そんなようなことが決められておりますので、全く勝手

に建てることになるということはあり得ないというふうにはなっております。  

◎堤企画政策係長 今回加わっていただくことはできなかったんですけども、土地区画整理事

業を市のほうでは新都市開発公社に委託をして進めているという経緯もありますので、関係は

あるというのが１つと、今現在は特に何も決めてない、そういう意味で策定委員会に加わって

ということもしていただけなかったんですが、今後、これだけ広い土地ですので、今度は建築

確認の問題がございますので、市のほうには当然事前に、事業のほうの計画が出ましたら、そ

れは市のほうに建築確認のこともあってご説明があると思いますので、そういう状況を踏まえ

て考えていくことになるのかなと。その意味で全く関係がないとか、枠がはまってないという

ことではございませんので、そこはご理解いただければと思います。  

◎加藤委員長 よろしいでしょうか。  

◎市民 ありがとうございました。  

◎加藤委員長 ありがとうございました。そのほか、何かご質問、ご意見がありましたらお願
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いします。  

◎市民 東町在住の●●と申します。皆さん、お疲れさまでした。普通に単純な質問なんです

けど、結局、市民ワークショップでも聞いたかもしれないんですけども、事業用地にかかるコ

スト、あと今、仮にＣのプランで整備をする計画であると。それにかかるざくっとした構想、

あとはランニングコストみたいなところの金額的な目安があれば教えていただきたいんです

が。 

◎三橋副委員長 具体的な数字が手元にあるわけではないんですけども、検討自体は、本当に

ラフな検討というのはしました。先ほどの話ですけども、１９億円の土地ですよね。土地の取

得は１９億円で、建物が庁舎の数字などを使って、もちろん大きさとか規模とかによって違う

んですけども、仮にA案で１ ,７００平米作るときは庁舎建設のケースとの比較を考えましたし、

それと別に小さいのを作ったら幾らになるのかと考えましたし、更には公園という意味で言う

と、近くに梶野公園というのがありますので、梶野公園を作ったときにはこれくらいの金額だ

ったという数字があるので、それらを一通り議論しました。最終的に全部足し合わせて、幾ら

までは、具体的な数字はちょっと今手元にないんですけど、そういったところで大体おおよそ

の目安というのはつくかなという議論はしました。それで財源として見ていただいても、起債

だと７５％ぐらいいくねとか、それに対して一部、一般財源として見なきゃいけないとかとい

うのは、概算というか、おおよその議論というのはしましたけれども、具体的に今これが幾ら

ですとかというところまでは検討してないです。  

◎伊藤庁舎建設等担当部長 この計画を作ります庁内の担当部長の伊藤と申します。お手元の

資料の素案の本体のほうの１５ページをちょっと見ていただけますか。そこのところで用地取

得費というのが上のほうに出てまいります。もともと国鉄清算事業団の貨物駅の跡地８ ,１７０

平米について、本来ですと平成１２年ごろに買う予定だったんですけれども、なかなか財政的

に難しいということで、平成１５年度の段階で清算事業団のほうから、これ以上待てないと。

一般入札で売りに出しますというふうなお話がありまして、そこは区画整理事業用地の中です

ので、ほかに売り出しまして、権利者の方が増えるというふうなことになるとなかなか区画整

理が進まないということもあって、市のほうで８ ,０００平米については、とりあえず議会等に

も説明しまして、土地開発公社のほうで先行取得をしていただくということで、ここに書いて

ありますのが、その費用として１９億円で土地開発公社が先行取得したということになってい

ます。現在、公社に対して、公社は金融機関からお金を借りておりますので、年間大体３ ,２０

０万ぐらいの利子補給を市のほうで措置しております。今の状態が続きますと利息を払い続け

るという状況もありますので、ここでお集まりいただいて、なるべく早く何とかしたいという

ことで、計画策定をお願いしたところです。  

 それで今、Ⅰ期の段階で①と②の土地合計３ ,０００平米を引き取るとすると、大体そこに書

いてあります１１．６億円ぐらいのお金が要りますと。ですから、用地を買うということにな

ったときに１２億ぐらいのお金が要ると。そこに施設を作って委託をするのか、職員が入るの
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かはありますけれども、事業を行っていくまでのイニシャルコストというのは結構かかるとい

うことで、今、副委員長が申し上げました、庁舎を来年作るということで今計画していまして、

平米当たり３４万円というふうな数字でやっていますので、ざっくり４００平米に３４万円を

掛けますと、そこだけで１億３ ,０００万円の数字が出ますけども、実際問題としては多分４０

０平米では狭いんじゃないかと思いますので、それ以上の費用がかかり、土地代だけで１２億

円ぐらいはかかってしまうと。ただ、残りの土地についても、そのままにしておくと、残りも

市で引き取らなきゃ回収できない。引き取って処分するということになりますので、お金とし

ては大体２０億円ぐらいのお金が必要だということになります。 

◎加藤委員長 よろしいでしょうか。それでは、そのほかにご質問ありましたらお願いいたし

ます。 

◎市民 梶野町５丁目に住んでいます●●と申します。いろいろ質問があるんですけど、まず、

まちづくり事業用地についての活用というのが今回の主要テーマだというようなお話が最初に

ありましたけれども、お話を聞いていると、Ａ、Ｂ、Ｃのパターン分けみたいなのはよく理解

できるんですけど、最終的にはちょっとしたつまみ食いみたいな形の総論みたいな話で少しわ

かりづらいなというのが率直な意見でして、先ほど質問された方の意見と個人的にはちょっと

似ているような意見を持っているんですけど、こういった施設のモデルみたいなものがもし何

かどこかであったりとかしたら比較的わかりやすいのかなという感じがするので、もしあった

りしたら教えていただきたいというところです。個人的な意見は多分ここであまり言ってもし

ようがないかなと思いますので、ちょっと省かせていただきます。その辺がまず１つ目。  

 ２つ目は、先ほどの民間との関係のところとも関係しているんですけども、先ほどは新都市

建設公社との関係はどうなんですかというご質問がありましたけれども、それ以外の土地の何

らかの法的な関与。建物の１～２階がどうとか、８階までだとかというお話はありましたけれ

ども、それにつけ加えるようなお話なのか、ちょっとよくわからないんですけれども、景観に

対する考え方とか、緑化に対する考え方とか、関与に関してどういうスタンスで臨まれていら

っしゃるのか。あるいは、そこはあまり関与できないというお話の中での説明なのか、ちょっ

とよくわからないんですが、そういったところをちょっと教えていただきたいと思います。  

 最後ですけど、ＪＲの関係という形で、西口改札みたいな話がネット上でちょっと出ていた

りとかして、ここでの話と直接関係ないお話なのかもしれないですけども、近隣の商工会とか

が反対して騒動があったみたいな話があったりとか、なかったりとか。そのあたりに対するこ

の委員会での考え方みたいなものをちょっと教えていただければと思います。  

 以上、３点です。  

◎加藤委員長 ありがとうございました。  

◎三橋副委員長 １点目と、あと３点目は今井さんからもしあればですけども、まず１点目に

ついて、モデル的なものがあるかないかという話なんですが、我々の中で実際見に行ったとこ

ろとして、デッキ的な要素とか空間の使い方という形では、立川のふじ幼稚園へ行きまして、
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デッキを使った広場ですとか、デッキと広場の空間ですとか、あるいは木をツリーハウスとし

て使ったりとか、中での配備の仕方等々ですね。それの運用の仕方についても勉強してきまし

たところなんです。加えてやっぱり、先ほども話が出ましたが、武蔵野プレイスですね。施設

のほうはかなり大きいので、そこの部分については今回の我々のケースとは違うねという話は

あったんですが、武蔵野プレイスは、やはり我々の中では、広場が目の前にあって、この広場

もそれなりの面積なり位置づけがあるんですけども、広場との一体的な作り方とか考え方とい

うのは参考にさせてもらったりとか。あともう１つ、視察は出来なかったのですが、コンテナ

の活用とかチャレンジショップという考え方で、代々木のほうにそういったような施設がある

という話がありました。ある意味、いろんなところのいいとこどりみたいなところがあるんで

すけど、そういったものは１つの例として参考にさせてもらったところではあります。  

 ２点目は公的な話なので事務局のほうに答弁してもらいたいと思いますが、３点目のほうで

西口のモールの話が出ていたんですけど、この話は委員会としては直接的な話はしていません。

モールがどうとか、商工会が反対しているとか、その具体的な話というのはこの委員会の中で

は議論していませんが、ただ一般的な話として、民業圧迫ですとか地元店への影響といった議

論というのはかなり出ました。それに対しては逆に反論とかもありまして、地元店のこともあ

るけれども、当然のことながら普通の一般市民の利便性なりニーズというのも当然ありますと

いう議論をする中で、ただ、市がやることとして、そういったモール店だとか、地元店だけで

はなく、要するに新しく入ってくる意思のある大型店ないしは個店、そのほかの人たちを含め

て民業圧迫になるような話というのはどうかという議論をしました。加えて、大型店がぼんと

建つこと自体が果たして東小金井に、仮にニーズとか何とかという話もいろいろあると思うん

ですが、大型店がぼんと入ってくるのがいいのかどうか、もっとやり方があるんじゃないかと

いう議論というのは委員会の中でもあった次第です。  

 今井さん、３点目があれば。  

◎今井委員 いえ。 

◎加藤委員長 先ほどの２点目のご質問ですね。このエリアについての景観とか、緑化とか、

そういうコントロールはあるのかというお話なんですけども、これも先ほどの話と同じになっ

てしまうんですが、地区計画の中で沿道の緑地をどうしなさいとか、あるいは沿道の垣、柵は

商業系ではこうしましょうとか、住宅系ではこうしましょうと。例えば生け垣の高さは１．２

メートル以下とするとか、防火性のあるフェンスにするとか、そういうようなことは決まって

おります。ですから、ある程度の景観は形成できると。町並み形成という意味でもできるとい

うふうに考えております。ただ、それはあくまでも最低基準でございまして、まちづくり協議

会というんですか、区画整理の協議会がございますので、もっとグレードを高めたいというこ

とであれば地権者同士で協定を結ぶとか、いろんな考え方があると思うんですね。私としては、

やっぱりこの辺の町並みを整えていくためには、地区計画という都市計画法に基づくルール、

プラスアルファ、いろんな協定とか、そういうものを結んでいくといいんだろうなというふう
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に思っております。  

 ちょっと市のほうから。  

◎堤企画政策係長 地区計画とは何だという基本的な説明ですが、都市計画法に基づいて、地

域の方を加えて原案を検討しまして、この場合で言うと、区画整理事業の地権者の方に入って

いただいているまちづくり協議会のほうで原案を作っています。市のまちづくり推進課という

ところが間に入って案をまとめまして、条例として地区計画を定めまして、その結果、事前の

届け出や協議が必要だというような地域のルールになっています。 

 今回の北口地区計画について言いますと、壁面の位置、高さ、それから沿道緑地。道路に接

するところは緑、花壇等にしなければいけないとか、それから、色彩では刺激色を避けるとか、

また広告物は周辺と調和しなければいけないとか、それと柵。用途として、駅前は２階までが

住宅等々できない。それから、近隣商業地区として、都市計画道路に接する部分は１階は住居

にはできない。そうすると、商業施設かオフィス、事務所とかになると思うんですけども、そ

うした誘導が図られるということでございます。  

◎加藤委員長 よろしいですか。  

◎市民 ありがとうございます。大体そのぐらいで理解しましたので。個人的な意見をあまり

ここでは言うべき話じゃないので、気になった点だけ一応申し上げておきますと、事業用地の

ところに関しましてはなかなかイメージがしづらいというのと、予算の問題もあるので、コス

トとリターンの話をバランスとりながら多分やられている話だと思うので一概に言えないと思

うんですけど、コンセプトを明確にしていただくこと。例えば図書館とかでも、一部図書館と

いうのは、例えば武蔵野プレイスとかを作り上げて、多分皆さんのイメージされているような

もの。あそこまでいいものは多分作れないとしても、一部的なものをやって、それが全体とし

て満足できるものに総合してできるイメージがちょっとなかなか湧きづらいところがあって、

いろんなものをぐるぐる回して総合的にというものの成功例みたいなものをちょっとイメージ

しづらいのかなというのはあります。  

 あとは改札というか、西口のことについてちょっとお話をしたのは、民業圧迫とか、いろん

な利害関係者のことをおっしゃるのはよくわかるんですけれども、マスの概念みたいなもので、

ちょっと偏りみたいなものがあるような感じがして、先ほどの土地の開発のことに関しまして

も、恐らく市民のニーズとしては、何となく今お話を聞いていると、図書館みたいなものが一

番高いような気がするんですね、比率としては。そこが予算の関係なのか、ちょっとよくわか

らないですけど、そっち側のほうに少し結論がいっているような感じがございます。 

 下の商業施設の開発についても、マスの概念ではなくて、どちらかというと個々の利害関係

者の意見が少し通りやすくなっているのかなと。数の問題だけじゃないような気がしますけれ

ども、そんな気がするので、そのあたりを留意していただきたいなと思います。商業施設に関

しても、基本的には事業者当人の利害がストレートに反映されるところがあるので、行政とし

ては同じなんですけど、マス、市民の何割の人がそれに対して良しと思うのかというところを
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知っておかないといけないなと。 

◎加藤委員長 マスという意味は広域エリアのことですか。  

◎市民 市民の人数の問題と認識していただいて構わないです。何万人いる市民の方の何割以

上がこれに関して賛成しているのか、あるいは反対しているのかという概念は、お金に換算す

ると多分違うとは思うんですけれども、一番重要かなとは思います。  

◎加藤委員長 その議論につながる話になるかわからないんですけども、これはどういう機能

を持たせるかを、やはり市民ワークショップをやったり、いろいろアンケートをしたりしてい

ましたけど、それは一部の意見だと私どもも認識しております。そういう中で、市として、ど

んなふうな公共施設配置で今何が足りないのかとか、あるいは事業採算性の問題を含めた財源

の考え方ですね。それは、実は先ほどフローの中にきちんと出てきていなかったんですけども、

きちんと庁内のワークショップを開いていただきまして、その中できちんと検討していただく

というプロセスを、実は当初の予定ではなかったんですけども、それを随分時間をかけてやっ

ていただいたというのがございます。ですから、最終的に出た結論はそれを踏まえた結論です

ので、まず、本当にマスなのかと心配になりますけども、でも、市が把握しているマスの話は

一応反映されているんだというふうに私は認識しております。  

◎三橋副委員長 今、委員長がおっしゃるとおりではあるんですけど、要は我々だけではなく

て、庁内とも結構いろいろとやりとりをしながら作ってきたというところもあります。もちろ

ん、一定の限界はあると思うんですよね。委員会という形で自由に議論して、かつ市民ニーズ

に沿っていったやり方をしてきたつもりですがどこまでできているか。ただ、それでも一部の

意見で、偏っているのかと言われると、我々としては、２ ,０００人の方にアンケートをとり、

あるいは市民説明会の中でも、皆さん、やっぱりどれも難しい。３案って、どれも難しいって、

本当に忌憚なく議論していただいて、やっぱり意識が高い方に来ていただいているので、今お

っしゃられたような意見も含めていっぱい出てきています。ですので、それらを踏まえている

ということはあるかなというふうには思っています。  

 あともう１つ、図書館の話なんですけども、図書館については、さっきの話にも関わります

が、やっぱり議論として大きかった声もあるんですが、一方で図書館については、批判も結構

多かったんですよ。一番ニーズが多いところは図書館なのかもしれませんが、今、こういった

ご時世だから、本当にぼんと建てたほうがいいのか。あるいは場所的に、東のはずれで、逆に

武蔵野プレイスが近いということもあり広域連携している中でここがいいのかとか、もっと中

央に持ってきたほうがいいんじゃないかとか、そういった議論がある中で、先ほどの庁内の検

討の中でも一定の議論をしていただいたと思うんですが、図書館に関しては新中央館という考

え方ですとか、本館建替えなのか、どこでやるのかということを含めて議論されているような

ところであるので、東町のこの場所に持ってくるのが本当にいいのかということを含めて議論

したところ、この場で図書館という話にはちょっとどうかなという議論もありました。ただ、

先ほどいらした方も含めて図書機能というのはやはり欲しいねという話もあり、ここを核にし
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て、いろいろと図書検索などができるような形にはしたいよね、というところが１つの判断じ

ゃないかなというところも議論をしてきた次第です。  

◎加藤委員長 実は予定の時間にはなったんですけれども、ほかにもう１つぐらい、ご質問あ

れば受けたいと思います。  

 それでは、ちょうど１１時２０分になりましたので、ここで質疑につきましては打ち切らせ

ていただきたいと思います。  

 それでは、ちょっと事務局のほうにお願いします。 

◎高橋庁舎建設等担当課長 いろいろご質問ありがとうございました。今後の予定等について

事務局のほうからご説明をさせていただきます。  

◎堤企画政策係長 １０月１７日までパブリックコメントをしていますので、この計画（素案）

に対するご意見、特に修正をこういうふうにかけるといいんじゃないかとかいうようなご意見

を寄せていただきたいと思います。市のホームページと、例えば婦人会館とか、あと公民館の

分館、図書館本館とかにも用紙がございますので、市役所に持ってきていただくか、ファクス

していただくか、郵送していただくか。それから、電子メールでも結構です。ただ、１つちょ

っと注意点がございまして、制度の改正がございまして、匿名が以前と違って認められなくな

っていますので、住所と氏名をお書きいただくことになりますので、よろしくお願いしたいと

思います。本日も１２時まではこの会場を開けておりますので、是非用紙のほう、ありました

らご意見を書いていただいて提出していただければ、この場でお受け取りしたいと思いますの

で、よろしくお願いします。  

◎三橋副委員長 名前は書いてもらうけど、公表するときは出さないんでしょう。  

◎堤企画政策係長 公表は、もちろん、いたしません。  

◎三橋副委員長 事務局として何か問合せするとき、必要があったりするときのためにですね。

◎堤企画政策係長 はい。名前とか、住所とか、あと必須ではないんですが、年代の記入欄も

あるんですけども、公表されるものは寄せられた意見と、それに対する策定委員会としての回

答が表になって整理されてホームページ等で回答として公表するというふうな予定です。  

 今後の予定なんですけども、冒頭、加藤委員長のほうからご説明いただきましたとおり、１

７日までパブリックコメントしましたら、寄せられたパブリックコメントと、その回答につい

て１１月２２日の第１１回策定委員会で検討しまして、その結果を公表させていただきます。

そして、パブリックコメントの結果と裏表になりますが、現在の素案を修正したものについて

議論いたしまして、１２月中、年内には整備活用計画を答申というふうな方向です。これを受

けまして、市役所のほうといたしましては、来年３月までに、答申尊重が基本でございますけ

ども、市の計画として策定をして印刷等も行っていくというふうな段取りになっております。  

 今後の予定等は以上になりますので、是非パブリックコメントのほうへご意見等をお寄せく

ださい。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 今後の予定等についてご質問とかはないですか。 
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 それでは、最後に、庁舎建設等担当部長の伊藤から閉会の挨拶を申し上げさせていただきま

す。 

◎伊藤庁舎建設等担当部長 本日は本当に雨の中、お休みの中集まっていただきましてありが

とうございます。去年の８月に、まちづくり事業用地の活用について検討をお願いするという

ことで始めていただきました。まだ区画整理の進捗がなかなか進まない中、３１年度まで延長

させていただいております状況ですとか、市の財政が厳しい、あるいは市全体の施設整備計画

がなかなかはっきりしない中で検討していただくというのは難しいところがありました。それ

で、この説明会自体は、素案を作りました策定委員会が市民の皆様に説明をするという形をと

っております。今日最終的には７人の市民の方がご出席で、やっぱりもう少し人数がいらして

いただいたときにいろんなご意見が出て、質問が出てということで理解を深めていただけるも

のだというふうに思います。なお、お帰りになりまして素案の中のわからないことがありまし

たら、パブリックコメント自体は１０月１７日までやっておりますので、企画政策課のほうに

お問い合わせいただければ、書かれている内容につきまして委員会に代わりまして企画政策課

でご説明ができますので、是非質問等、お寄せいただければと思います。  

 予定については、先ほど説明いたしましたように、１１月にパブリックコメントを終わった

後、いろいろ意見が出まして、それを含めて最終的に策定委員会のほうで計画案ということで

市のほうに答申をいただきます。それに基づきまして市のほうで決定して進めていくわけです

けれども、今のままの形ですと、実際問題としては、来年の実施計画、市のほうで作りますの

で、その中でもう少し具体的に作り込んでいって、最終的には再度市民の方に参加していただ

いて、設計の段階とか、そういったところでもう少し具体的に詰めていくような形になると思

いますので、今後ともこのまちづくり事業用地の活用については注目をしていただければとい

うふうに思います。本当に今日は雨の中、お休みのところご参加いただきましてありがとうご

ざいました。  

◎高橋庁舎建設等担当課長 ありがとうございました。  

 以上で東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画（素案）に関する市民説明会を終了

させていただきます。天気の悪い中ご参加いただいてありがとうございました。お帰りの際は

忘れ物等ないようにお願いします。また、本日の説明会のアンケートというので、Ａ４の１枚

ですけど、お配りさせていただいておりますので、こちらのほうにご記入いただいてお帰りの

際に受付のところにご提出いただければと思います。本日は本当にありがとうございました。  

（午前１１時３０分閉会）  


